
Vol . 21
2023 . 3 島根支部加入者数：約25万人

 事業所数：約13,000事業所

職場内での掲示・回覧等により、加入者の皆様へお知らせください。

保険証は退職日の翌日から使用できません！

退職後は健康保険の加入の
お手続きが必要です
退職等で健康保険の資格がなくなった場合は、下記のいずれかの健康保険
制度に加入する必要があります。以下のフローチャートをご確認ください。

退職

退職後、１日も空きがなく再就職し、
新しい就職先の健康保険に加入を

しない する

お住まいの都道府県の
協会けんぽ支部

お住まいの
市区町村役場 ご家族の勤務先 就職先

被扶養者は
保険料負担なし

事業主と折半

お住まいの
市区町村役場へ確認

被扶養者としての
認定基準を満たすこと

新しい就職先へ
確認

ご退職の際には、必ず保険証を
（被扶養者の方の保険証と合わせて）
事業主様へご返却ください。

事業所のご担当者様へ
退職者様から保険証の回収が難しい場合は、
「健康保険被保険者証回収不能届」
をご提出ください。

協会けんぽの任意継続

申出書や制度
など詳しくは
こちらをCheck!

国民健康保険 ご家族の健康保険
（被扶養者）

就職先の
健康保険

※保険料は上限あり
※お住いの都道府県と退職前に加入されて
いた都道府県支部が異なる場合は、2倍の
額にならないことがあります。

前年の所得や加入
する世帯の人数等に
より決定

被扶養者（ご家族）
の方も同様です！

資格喪失した保険証を使って医療機関を受
診された場合は、後日かかった医療費のうち、
協会けんぽ負担分（7割～8割）を返還してい
ただくことになりますので、ご注意ください。

「健康保険被保険者証回収不能届」
についてはこちら 

退職前に控除されていた
健康保険料（介護保険料も含む）の2倍

①退職日までに被保険者期間が
　継続して2か月以上
②退職日の翌日から20日以内に
　申出書を提出

※軽減制度があります。

加入
条件

手続き

保険料

種類

保険料等を
比較のうえ、
加入先を

ご検討ください。

退職
される方へ



ご登録はカンタン！

健康保険や健康づくりに関する
タイムリーな情報をお届け受付時間 8:30~17:15

（土・日・祝日・年末年始を除く）0852-59-5139

メールマガジン
「くにびき☆通信」

毎月1回発行・無料

〒690-8531  松江市殿町383 山陰中央ビル2階

健康保険証がお手元に届くまで 
入社や退職の多い時期である３月～４月は、保険証が届くまでのお時間が通常より
もかかることが見込まれます。 ご承知おきくださいますようお願いいたします。

協会けんぽ職員加入者

⑦事業所の担当者から
　被保険者(本人)へ
　お渡し

⑥健康保険証が
　事業所へ届く

日本年金機構へ資格取得届と
被扶養者異動届を同時に提出し
ました。 被保険者の保険証は届
きましたが、被扶養者の保険証
がまだ届いていません。

日本年金機構での処理状
況により、各届書の処理日
が異なる場合は、別日での
発行・発送となります。

保険証が届いたら、協会けんぽ
へ「療養費」を申請し、協会け
んぽ負担分（7割～8割）の払い
戻し手続きを行ってください。

保険証が届く前に
医療機関に
受診するときは
どうすれば
いいですか？

窓口にて一旦全額を
立て替える必要があります。

申請に必要なもの

□ 健康保険療養費支給申請書(立替払等)：
　 協会けんぽのHPからダウンロード
□ 診療明細書：病院から受領
□ 領収書(原本)：病院から受領

申請書のダウンロードはこちら 

日本年金機構

被保険者、被扶養者

事業所
①届出の提出
資格取得届
被扶養者異動届

②届書の
　審査・登録
通常期：約2週間

入社
される方へ

事業所担当者 協会けんぽ職員

協会けんぽ

③データの送信

④健康保険証の発行

日本年金機構が　
登録した日の翌営業日、
協会けんぽにデータ到着

データが到着した
翌営業日に発送

⑤健康保険証の
　発送


